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審  判  規  程 

 
 

第１章 審判規則 

 

第１条 審判員は、準備委員会で選出された公認審判員に限る。 

第２条 審判員の編成は、審判長、主審及び副審４名（計６名）とする。 

第３条 競技の勝負判定は、当該審判員に限る。 

第４条 主審は、勝負判定に当たって、いかなる場合も東西いずれか、勝者方を上肢で指し

示し、「勝負あった」と発声するものとする。 

第５条 一度「勝名乗り」を上げて判定を下した後は、異議又は疑義の申立てをすることが

できない。ただし、審判員の協議結果と異なる選手に「勝名乗り」を上げた場合その他明

らかに主審の勘違い又は間違いと認められるときは、この限りでない。 

第６条 審判長又は副審が主審の勝負判定に対して異議又は疑義がある場合においては、協

議を行うものとする。 

２ 異義又は疑義の申立ては、主審の勝負判定後、直ちに右手を挙手して行わなければなら

ない。 

３ 前項の規定にかかわらず、準備委員会の決定により、主審の勝負判定に対する意思表示

を紅白旗で行うことができる。この場合において、主審と同意の場合は白旗、異議又は疑

義のある場合は赤旗を示すものとする。 

４ 副審は、見えにくい位置において勝負が決定した場合等正当な理由がある場合は、協議

に際し棄権することができる。 

５ 協議は、原則として審判員（主審を除く。）の多数決で決する。 

６ 審判長は、協議に際し最終的に判定を裁定するものとする。 

７ 協議後の「勝名乗り」は、各審判員が所定の位置についてから行う。 

第７条 勝負判定については、この規程に別段の定めがある場合を除き、次の各号に該当す

る場合、当該選手を勝ちとする。 

⑴ 相手選手を先に勝負俵の外に出した場合 

⑵ 相手選手の足の裏以外の一部を先に土俵につけた場合 

第８条 「かばい手」及び「送り足」は、負けとならない。 

２ 「まわし」の「折込み」が土俵についた場合は、負けとならない。 

３ 投げ技等により勝負が決定したときにおいて、技を掛けた選手の爪先が返り、土俵につ

いた場合は、負けとならない。 

第９条 次の各号に該当する場合は、審判員の協議により当該選手を負けとする。 

⑴ 負傷等により、競技続行が不可能と判定された場合 

⑵ 禁手を用いた場合又は用いたと判定された場合 

⑶ 選手が勝手に競技を中止した場合 

⑷ 審判員が故意に立たないと認めた場合 
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⑸ 審判員の指示に従わない場合 

第10条 禁手とは、次の各号のことをいう。 

⑴ 拳で殴ること。 

⑵ 胸部、腹部等を蹴ること。 

⑶ 目、水月等の急所を、拳又は指で突くこと。 

⑷ 頭髪をつかむこと。 

⑸ 咽喉をつかむこと。 

⑹ 「前ぶくろ」（前立褌）をつかむこと又は横から指を入れて引くこと。 

⑺ ２回以上故意に着衣（競技会規程第39条第１項に規定する「アンダーパンツ」及び同

条第２項に規定する「レオタード」等をいう。以下同じ。）をつかむこと。 

(8) 一指又は二指を折り返すこと。 

(9) 噛むこと。 

２ 禁手が用いられたときは、主審は、直ちに競技を中止させなければならない。 

３ 小学校又は中学校（児童・生徒）の競技会においては、危険防止のため、別に補則で定

めるところにより、禁じ技等を設ける。 

第11条 「張り手」が用いられたときは、審判員が協議の上、次の各号により処置する。 

⑴ 全審判員（協議に際し棄権した審判員を除く。）が故意に用いたと判定した場合は、

負けとする。 

⑵ 審判員のうち故意によるものでないと判定した者がいる場合は、「取直し」とする。 

⑶ 前号の規定により「取直し」となった勝負において、同一選手が再度用いた場合は、

故意、過失にかかわらず負けとする。 

２ 「張り手」が用いられたときは、主審は、直ちに競技を中止させなければならない。 

３ 「張り手」とは、選手本人の肩幅の外側から相手の顔面を張ることをいう。 

第12条 着衣をつかんだまま勝負が決定した場合（第10条第１項第７号に規定する禁手に該

当するときを除く。）は、審判員の協議により、「取直し」とする。 

第13条 競技中「まわし」の「前ぶくろ」が解けてはずれた場合は、負けとする。 

第14条 放送委員から２回呼び出されても土俵溜に入場しない選手については、審判長は、

負けとすることができる。 

第15条 「立合い」は、主審の「掛声」によって立ち合わせるものとする。 

２ 手をつく位置は、「仕切線」の後方とする。 

３ 両手を瞬間的につく「立合い」は、認められない。 

４ 主審は、選手が「掛声」の前に立ち上がった等不適当な「立合い」が行われたと認めた

ときは、「待った」をかけ、「立合い」のやり直しを行う。 

第16条 審判長は、主審の「掛声」にかかわらず、「立合い」の不成立を認めた場合は、直

ちに右手を挙手して、競技を中止させるものとする。 

２ 前項の場合は、直ちに「立合い」のやり直しを行う。 
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３ 「立合い」の成立・不成立の判断は、原則として審判長に委ねられる。ただし、副審が

「立合い」の不成立を認めたときは、競技終了後、「立合い」の不成立の申立てをするこ

とができる。この場合においては、審判員の協議により決定する。 

第17条 競技開始後５分を経過しても勝負が決しない場合は、競技を中止し、直ちに「取直

し」とする。ただし、女子又は小学生若しくは中学生の競技については、３分とする。 

２ 計時審判員から合図があったときは、審判長は、主審に対して競技の中止を指示する。 

第18条 審判長又は副審が勝負が決定したことを確認した場合において、主審が判定せずに

競技が進行したときは、次の各号に定めるところにより処置する。 

⑴ 「踏越し」、「掃き手」等勝負を決定する確実な跡がある場合は、右手を挙手して勝負

が決定したことを明示するものとする。 

⑵ 前号の明示があった場合においては、審判長は、主審に対して競技の中止を指示し、

協議により勝負の決定を確認する。 

⑶ 勝負を決定する確実な跡が「蛇の目」等に確認できない場合は、競技終了後に疑義の

申立てを行い、協議により決定する。 

第19条 競技進行中、主審が誤って「勝負あった」と宣告した場合は、審判長又は副審の異

議の申立てにより協議を行い、「取直し」とする。 

 

第２章 審判員服務規則 

 

第20条 審判員は、その言動が選手や一般観衆に及ぼす影響の大きいことを自覚し、判定に

当たっては、公正中立を旨とし、いささかも動揺があってはならない。 

第21条 審判員は、勝負判定を行うほか、選手に対する指導的役割を果たすものとする。 

２ 土俵上又は土俵溜でマナーに反する言動がなされた場合においては、審判員は、直ちに

注意しなければならない。 

第22条 審判員は、安全に競技ができるよう土俵の管理に留意し、必要な場合は、直ちに所

要の処置を講じなければならない。 

第23条 審判長は、勝負判定に関する一切の責任を負う。 

第24条 主審は、両選手が土俵に上がってから競技を終えて土俵を下りるまで、その進退に

関して一切の主導的立場にある。 

第25条 副審は、審判長を補佐し、判定に誤りのないよう努めなければならない。 

２ 正面の副審は、計時審判を兼ねる。 

第26条 審判幹事は、審判員の割当てその他審判に関する庶務一切を行う。 

第27条 異議又は疑義が生じた場合は、審判員は、直ちに土俵中央で協議を行わなければな

らない。 

第28条 勝負が見えにくい位置で決定し、主審の判定が確認できない副審は、疑義の申立て

をすることができる。 

第29条 異議又は疑義の申立ては、「決まり手」を明確にして、簡単明瞭にしなければなら

ない。 
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第30条 協議においては、主審は、判定理由を明確に申し出て、協議上の参考にするものと

する。 

第31条 協議に際しては、自己の判定の正当性を主張するあまり、競技進行の妨げとなるこ

とのないようにしなければならない。 

第32条 審判長は、第６条第６項の規定により裁定を下す場合においては、少数側に裁定の

正当性を納得させるよう努めるものとする。 

第33条 競技進行中、選手に負傷、出血等が認められた場合においては、直ちに競技を中止

するとともに、医務委員（医師）の診察を受けさせなければならない。ただし、負傷、出

血等の程度が軽微であって主審の応急処置により競技の続行が可能であると認められると

きは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審判員の協議により、以後の処置を決定する。 

３ 前項の協議に際しては、医務委員の診断を尊重して決定しなければならない。 

第34条 主審は、選手と三者一体の気合の合致した「立合い」ができるよう努めなければな

らない。 

第35条 競技中に「まわし」の緩み等を直すために主審が一時競技を止める場合は、細心の

注意を払い、競技に影響を与えないようにしなければならない。 

２ 競技を再開するときは、審判長及び副審に異議がないかを確かめてから、両選手の背中

に手を置き、「いいか、いいか」と声をかけ、背中を軽く打ちながら「ハッケヨイ」の「掛

声」により再開する。 

第36条 主審は、次の各号に規定する場合は、当該選手に対し、直ちに手を離すように指示

しなければならない。ただし、指示を与えることが不可能なときは、この限りではない。 

⑴ 選手が「立てまわし」又は「折込み」をつかんだ場合 

⑵ 選手が着衣をつかんだ場合（第10条第１項第７号に規定する禁手に該当するときを除

く。） 

⑶ 選手が包帯、サポーター等をつかんだ場合 

第37条 主審は、選手が両手を「合掌」に組んだ場合は、組んだ手を離すよう指示しなけれ

ばならない。 

２ 前条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 

第38条 主審の動作は、次のとおりとする。 

⑴ 選手が土俵に上がり「塵浄水」（立礼の場合を含む。）を行うとき、主審は向正面徳

俵の内側（以下「基本位置」という。）に位置する。 

⑵ 選手が土俵中央に進むと同時に、主審は、基本位置より２歩程度前に位置する。 

⑶ 両選手が「蹲居」して呼吸を調えるのを確かめ、「構えて」の「掛声」をかけ、両脚

を1歩半引いて開脚する。続いて、「手をついて、待ったなし」と「掛声」をかけ、膝を

軽く曲げるとともに、両腕を手の平を内側に向けて軽く伸ばし、「立合い」を促しなが

ら、「ハッケヨイ」の「掛声」によって立ち合わせる。 

⑷ 「立合い」が不成立の場合は、再度前号に規定する動作を繰り返す。 
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⑸ 相手よりも早く両手をついた選手に対しては「まだよ、まだよ」と「掛声」をかけて

「立合い」を抑え、他方に対しては「手をついて、手をついて」と「掛声」をかけて両

手をつくように指示し、選手双方が両手をついた後「ハッケヨイ」の「掛声」によって

立ち合わせる。 

⑹ 両選手が立ち上がってからは、「のこった」又は「ハッケヨイ」の「掛声」をかける。

この場合において「のこった」は技を掛けているときに用い、「ハッケヨイ」は両選手

が動かないときに用いる。 

⑺ 勝負の決定と同時に「勝負あった」と発声し、上肢で東西いずれか、勝者方を指し示

す。 

⑻ 「勝名乗り」を上げる場合は、基本位置に戻り、「礼」の号令によって両選手に「立

礼」をさせた後、勝者に対して上肢を向け「東（西）の勝ち」と発声する。 

第39条 主審は、競技中、「勝負俵」及び「蛇の目」を踏まないように留意しなければなら

ないとともに、正面に背中を向けないように努めなければならない。 

第40条 主審は、選手の動きの妨げにならないよう、動作を機敏にしなければならない。 

第41条 主審は、判定しやすい位置、体勢及び角度をとるよう努めなければならない。 

第42条 主審は、団体戦の競技開始前及び終了後、基本位置において東西の選手を整列させ、

「礼」の号令により立礼させる。 

第43条 審判員は、入退場に際し土俵溜の位置に整列し、主審の号令により立礼しなければ

ならない。 

第44条 審判員の交代は、次の各号に定めるところにより行う。 

⑴ 現審判員は、各審判員席で主審の号令で立礼し、土俵溜の所定の位置に移動して整列

する。 

⑵ 次回審判員は、土俵溜の所定の位置に整列して前号の主審の号令で立礼し、各審判員

席に移動する。 

⑶ 前二号の規定により移動した後、次回主審の号令で立礼し、交代を終了する。 

⑷ 第１号及び前号の主審の号令は、基本位置で行う。 

第45条 審判員として不適格と認められる者があるときは、審判長の具申により競技委員長

が処理する。 

 

第３章 審判規程の改正 

 

第46条 審判規程の改正は、競技委員会の審議を経て、理事会で決定する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

 

   改正附則 

 この規程は、平成12年４月１日から施行する。 
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   改正附則 

 この規程は、平成15年３月４日から施行する。 

   改正附則 

 この規程は、平成20年６月15日から施行する。 

 

   改正附則 

 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。 
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審 判 規 程 補 則 

 
 

 この補則は、審判規程第10条第３項の規定に基づいて定めるものであり、小学校又は中学

校（児童・生徒）のすべての競技会に適用される。 

 

第１条 危険を防止するため、次の各号の技を「禁じ技」とする。 

⑴ 反り技（居反り・撞木反り・掛け反り・たすき反り・外たすき反り・伝え反り） 

⑵ 河津掛け 

⑶ さば折り 

⑷ 極め出し・極め倒し（かんぬき） 

第２条 「禁じ技」が用いられた場合は、直ちに競技を中止し、「取直し」とする。 

２ 審判長は、「禁じ技」が用いられたと認めたときは、直ちに右手を挙手し、主審に競技

の中止を指示する。 

３ 主審は、「禁じ技」が用いられたと認めて競技を中止した場合は、審判長の指示を受け

る。 

第３条 「禁じ技」で勝負が決まった場合は、審判員の協議により「取直し」とする。 

第４条 同一選手が「禁じ技」を二度用いた場合は、審判員の協議により負けとする。 

第５条 危険を防止するため、次の各号の状態を、「危険な組手」とする。 

⑴ 脇に入った相手の首を極めること。（抱え込む） 

⑵ 後頭部を相手の腹部につけること。（突っ込む） 

⑶ 鴨の入首 

第６条 「危険な組手」となった場合は、直ちに競技を中止し、「取直し」とする。 

２ 審判長は、「危険な組手」と認めたときは、直ちに右手を挙手し、主審に競技の中止を

指示する。 

３ 主審は、「危険な組手」と認めて競技を中止した場合は、審判長の指示を受ける。 

第７条 同一選手が「危険な組手」（鴨の入首を除く。）を二度用いた場合は、審判員の協

議により負けとする。 

 

   附 則 

 この補則は、平成２年４月１日から施行する。 

 

   改正附則 

 この補則は、平成20年４月1日から施行する。 
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決まり手一覧 

 

  （基本技） 24 切り返し 48 逆とったり ○74  送り投げ 

1 突き出し 25 河津掛け 49 肩透かし ○75  送り掛け 

2 突き倒し 26 蹴返し 50 外無双 ○76  送り引き落とし 

3 押し出し 27 蹴手繰り 51 内無双 77 割り出し 

4 押し倒し 28 三所攻め 52 頭捻り 78 打っ棄り 

5 寄り切り 29 渡し込み 53 上手捻り 79 極め出し 

6 寄り倒し 30 二枚蹴り 54 下手捻り 80 極め倒し 

7 浴びせ倒し 31 小股掬い 55 網打ち ○81  後ろもたれ 

    32 外小股 56 鯖折り 82 呼び戻し 

  （投げ手） 33 大股 57 波離間投げ     

8 上手投げ 34 褄取り ○58  大逆手   非技(勝負結果) 

9 下手投げ ○35  小褄取り 59 腕捻り 1 勇み足 

10 小手投げ 36 足取り 60 合掌捻り 2 腰砕け 

11 掬い投げ 37 裾取り ○61  徳利投げ ○3  つき手 

12 上手出し投げ 38 裾払い 62 首捻り ○4  つきひざ 

13 下手出し投げ     ○63  小手捻り ○5  踏み出し 

14 腰投げ   （反り手）         

15 首投げ 39 居反り   （特殊技）  

○印は平成 12年 12月

から新しく加わった 

決まり手 
16 一本背負い 40 撞木反り 64 引き落とし 

17 二丁投げ 41 掛け反り 65 引っ掛け 

18 櫓投げ 42 たすき反り 66 叩き込み 

19 掛け投げ 43 外たすき反り ○67  素首落とし 

20 つかみ投げ ○44  伝え反り 68 吊り出し 

        ○69  送り吊り出し 

  （掛け手）   （捻り手） 70 吊り落とし 

21 内掛け 45 突き落とし ○71  送り吊り落とし 

22 外掛け 46 巻き落とし 72 送り出し 

23 ちょん掛け 47 とったり 73 送り倒し 
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公 認 審 判 員 規 程 
 

 （趣旨） 

第１条 本規程は、公益財団法人日本相撲連盟（以下「本連盟」という）公認審判員に関す

る事項について定める。 

 （公認審判員の種類等） 

第２条 公認審判員は、本連盟が認定する公認審判員（以下「本連盟公認審判員」という。）

及び本連盟の加盟団体が認定する公認審判員（以下「加盟団体公認審判員」という。）の

二種類とする。 

２ 加盟団体公認審判員は、加盟団体の主催する競技会に限り、審判を行うことができる。 

 （審査及び認定） 

第３条 本連盟公認審判員については、本規程に基づき、本連盟競技委員会が審査し、会長

が認定する。 

２ 加盟団体公認審判員については、加盟団体が定めるところにより、加盟団体が審査し、

加盟団体の長が認定する。 

 （申請方法） 

第４条 本連盟公認審判員の申請をしようとする者（原則として、本連盟の会員の登録を受

けている者に限る。）は、本連盟所定の申請用紙に必要事項を記入し、審査料を添えて、

加盟団体に提出するものとする。 

２ 加盟団体の長は、推薦書を添え、本連盟所定の用紙により、該当者分を一括して本連盟

に申請するものとする。 

 （申請資格） 

第５条 本連盟公認審判員の申請資格は、次のとおりとする。 

⑴ 25歳以上であること。 

⑵ 本連盟の四段以上の段位を取得していること。 

⑶ 本連盟の認定講習会を受講していること。 

⑷ 加盟団体公認審判員として、３年以上の審判実務経験があること。 

 （審査料及び認定料） 

第６条 審査料及び認定料は、次のとおりとする。 

⑴ 審査料 2,000円 

⑵ 認定料 8,000円（公認審判員証、公認審判員章及び公認審判員手帳の交付料を含む。） 

 （公認審判員証の更新） 

第７条 本連盟公認審判員証は、２年ごとに更新するものとする。 

２ 前項に規定する更新を受けた者は、更新料として2,000円を本連盟に納付するものとする。 

 （責務事項） 

第８条 公認審判員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 本連盟及び加盟団体の公式競技会において、競技役員として１年間に１回以上服務す

ること。 
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⑵ 本連盟の認定講習会を２年間に１回以上受講すること。 

 （公認審判員手帳等） 

第９条 本連盟公認審判員は、次の各号に該当する場合は、公認審判員手帳を携行し、上着

の襟に公認審判員章を付けなければならない。 

⑴ 競技会の競技役員として服務する場合 

⑵ 講習会に受講者として参加する場合 

２ 前項の場合において、本連盟公認審判員は、公認審判員手帳に必要事項を記入の上、次

の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる者の捺印を受けるものとする。 

⑴ 審判員として服務した場合 競技審判長 

⑵ 競技役員として服務した場合 競技委員長 

⑶ 講習会に参加した場合 当該講習会の講師 

 （資格の停止及び取消し） 

第10条 会長は、本連盟公認審判員が次の各号に該当するときは、本連盟競技委員会及び理

事会の議決を経て、その資格を停止し、又は取り消すことができる。 

⑴ 公認審判員として不適格と認められるとき。 

⑵ 第７条第２項の更新料を納付しないとき。 

⑶ 第８条及び前条の規定を遵守しないとき。 

⑷ 辞任を申し出たとき。 

 （認定講習会） 

第11条 認定講習会は、毎年１回本連盟が開催する。ただし、加盟団体の要請があるときは、

随時開催することができる。 

２ 前項ただし書の要請は、加盟団体の長が本連盟に対してするものとする。 

３ 認定講習会の講師は、本連盟競技委員が当たる。 

 

   附 則 

 この規程は、昭和59年４月７日から施行する。 

 

   改正附則 

 この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

   改正附則 

 この規程は、平成11年12月11日から施行する。 

   改正附則 

 この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

   改正附則 

 この規程は、平成13年12月８日から施行する。 

   改正附則 

 この規程は、平成14年２月23日から施行する。 
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   改正附則 

 この規定は、平成16年４月１日から施行する。 

   改正附則 

１ この規程は、平成21年６月14日から施行する。 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）において現に財団法人日本相撲連盟（以

下「本連盟」という。）公認審判員であって三段の段位を有しているものについては、改

正後の公認審判員規程（以下「新規程」という。）第５条第２号の規定にかかわらず、当

該公認審判員の資格に影響を及ぼさない。ただし、その者は、平成23年３月31日までの間

に、四段の段位を取得するよう努めるものとする。 

３ 施行日において現に三段の段位を有する者で本連盟公認審判員の資格を取得しようとす

るものは、新規程第５条第２号の規定にかかわらず、その申請をすることができる。この

場合においては、同条各号（第２号を除く。）に掲げる条件を満たしているときは、新規

程第３条第１項の認定をすることができる。ただし、その者は、平成23年３月31日までの

間に、四段の段位を取得しなければならない。 

４ 施行日において現に二段の段位を有する者で平成22年３月31日までの間に三段の段位の

認定を受けたものは、当該認定後に、新規程第５条第２号の規定にかかわらず、本連盟公

認審判員の申請をすることができる。この場合においては、同条各号（第２号を除く。）

に掲げる条件を満たしているときは、新規程第３条第１項の認定をすることができる。た

だし、その者は、平成23年３月31日までの間に、四段の段位を取得しなければならない。 

 

   改正附則 

 この規程は、公益財団法人日本相撲連盟定款の施行の日から施行する。 

 


